
山
梨
県
公
報
　
　
第
三
百
二
十
二
号
　
　
令
和
四
年
十
月
六
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
七
、六
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

五
三
五

山
梨
県
公
報

第
三
百
二
十
二
号

令
和
四
年

十
月
六
日

木　曜　日

目

次

告

示

○
救
急
病
院
等
の
認
定
（
二
件
）	

五
三
五

○
道
路
の
区
域
変
更	

五
三
五

○
道
路
の
供
用
開
始	

五
三
六

公

告

○
随
意
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
つ
い
て
（
六
件
）	

五
三
六

○
令
和
四
年
度
山
梨
県
准
看
護
師
試
験
の
実
施	

五
三
八

○
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
見
地
か
ら
の
意
見	

五
三
九

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任	

五
三
九

○
基
本
測
量
の
実
施	

五
四
二

人
事
委
員
会

○
山
梨
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
規
則
及
び
山
梨
県
学
校
職
員
の

勤
務
時
間
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　	

五
四
三

公
安
委
員
会

○
口
頭
に
よ
り
開
示
請
求
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
保
有
個
人
情
報
に
関
す
る
個
人
情
報
取

扱
事
務
の
名
称
等
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　	
五
四
三

告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
二
百
二
十
八
号

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
診
療
所
を
救
急
診
療
所
と
し
て
認
定
し
た
。

令
和
四
年
十
月
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

一
　
救
急
診
療
所
の
名
称
及
び
所
在
地

二
　
認
定
期
限
　
令
和
七
年
九
月
十
三
日

山
梨
県
告
示
第
二
百
二
十
九
号

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
病
院
を
救
急
病
院
と
し
て
認
定
し
た
。

令
和
四
年
十
月
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

一
　
救
急
病
院
の
名
称
及
び
所
在
地

名
称

所
在
地

ツ
ル
虎
ノ
門
外
科
・
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ

ョ
ン
病
院

都
留
市
四
日
市
場
百
八
十
八
番
地

二
　
認
定
期
限
　
令
和
七
年
九
月
二
十
日

山
梨
県
告
示
第
二
百
三
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
中
北
建
設
事
務

所
（
峡
北
支
所
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
令
和
四
年
十
月
二
十
七
日
ま
で
一
般
の

縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
十
月
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道

二
　
路
線
名
　
一
軒
茶
屋
荊
沢
線

三
　
道
路
の
区
域

名
称

所
在
地

東
桂
メ
デ
ィ
カ
ル
ク
リ
ニ
ッ
ク

都
留
市
十
日
市
場
九
百
五
十
八
番
地
一

名
称

所
在
地

東
桂
メ
デ
ィ
カ
ル
ク
リ
ニ
ッ
ク

都
留
市
十
日
市
場
九
百
五
十
八
番
地
一

区
間

旧
新

の
別
敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

南
ア
ル
プ
ス
市
古
市
場
字
宮
東
一
五
〇
番
一
地
先

か
ら

南
ア
ル
プ
ス
市
古
市
場
字
宮
東
一
八
一
番
一
地
先

ま
で

旧

九
・
二
～

　
　
　
一
〇
・
三

四
一
・
〇

新

九
・
二
～

　
　
　
一
〇
・
三

四
一
・
〇



山
梨
県
公
報
　
　
第
三
百
二
十
二
号
　
　
令
和
四
年
十
月
六
日

五
三
六

名
称

予
定
数
量

契
約
金
額

生
活
支
援
物
資

四
千
五
百
個

一
万
五
千
三
百
十
一
円
（
一
個
当
た
り
）

配
送
用
倉
庫

七
万
四
千
三
百
九
十
七
円

二
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
所
属

㈠
　
名
称
　
山
梨
県
感
染
症
対
策
セ
ン
タ
ー
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
対
策
グ
ル
ー
プ

㈡
　
所
在
地
　
山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号

三
　
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日
　
令
和
四
年
七
月
二
十
九
日

四
　
随
意
契
約
の
相
手
方

㈠
　
名
称
　
株
式
会
社
ク
ス
リ
の
サ
ン
ロ
ー
ド

㈡
　
住
所
　
山
梨
県
甲
府
市
後
屋
町
四
五
二
番
地

五
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
　
随
意
契
約

六
　
随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
と
し
た
理
由
　
緊
急
の
必
要
に
よ
り
競
争
入
札
に
付
す
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
た
め
（
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
二
第
一

項
第
五
号
に
該
当
）
。

◉
　
随
意
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
。
な
お
、
こ
の
公
告
は
、
二
千
十
二
年
三
月
三
十
日

ジ
ュ
ネ
ー
ブ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
を
改
正
す
る
議
定
書
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
た
千

九
百
九
十
四
年
四
月
十
五
日
マ
ラ
ケ
シ
ュ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
、
経
済
上
の
連
携

に
関
す
る
日
本
国
と
欧
州
連
合
と
の
間
の
協
定
そ
の
他
の
国
際
約
束
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係

る
も
の
で
あ
る
。

令
和
四
年
十
月
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

一
　
随
意
契
約
に
係
る
物
品
等
の
名
称
、
予
定
数
量
及
び
契
約
金
額

山
梨
県
告
示
第
二
百
三
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
中
北
建
設
事
務

所
（
峡
北
支
所
を
除
く
。
）
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
令
和
四
年
十
月
二
十
七
日
ま
で
一
般
の

縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
十
月
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

道
路
の

種
類

路
線
名

区
間

延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

供
用
開
始
の

期
日

県
道

甲
府
中
央
右

左
口
線

中
央
市
成
島
字
土
井
一
〇
二
二
番
一

地
先
か
ら

中
央
市
乙
黒
字
五
反
田
一
五
番
一
地

先
ま
で

一
九
四
・
一

令
和
四
年
十

月
七
日

公
　
　
　
告

◉
　
随
意
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
。
な
お
、
こ
の
公
告
は
、
二
千
十
二
年
三
月
三
十
日

ジ
ュ
ネ
ー
ブ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
を
改
正
す
る
議
定
書
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
た
千

九
百
九
十
四
年
四
月
十
五
日
マ
ラ
ケ
シ
ュ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
、
経
済
上
の
連
携

に
関
す
る
日
本
国
と
欧
州
連
合
と
の
間
の
協
定
そ
の
他
の
国
際
約
束
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係

る
も
の
で
あ
る
。

令
和
四
年
十
月
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

一
　
随
意
契
約
に
係
る
物
品
等
の
名
称
、
予
定
数
量
及
び
契
約
金
額

区
間

旧
新

の
別
敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

南
ア
ル
プ
ス
市
古
市
場
字
宮
東
一
五
〇
番
一
地
先

か
ら

南
ア
ル
プ
ス
市
古
市
場
字
宮
東
一
八
一
番
一
地
先

ま
で

旧

九
・
二
～

　
　
　
一
〇
・
三

四
一
・
〇

新

九
・
二
～

　
　
　
一
〇
・
三

四
一
・
〇

名
称

予
定
数
量

契
約
金
額

生
活
支
援
物
資

四
千
五
百
個

一
万
五
千
三
百
十
一
円
（
一
個
当
た
り
）

配
送
用
倉
庫

七
万
四
千
三
百
九
十
七
円



山
梨
県
公
報
　
　
第
三
百
二
十
二
号
　
　
令
和
四
年
十
月
六
日

五
三
七

㈠
　
名
称
　
株
式
会
社
ク
ス
リ
の
サ
ン
ロ
ー
ド

㈡
　
住
所
　
山
梨
県
甲
府
市
後
屋
町
四
五
二
番
地

五
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
　
随
意
契
約

六
　
随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
と
し
た
理
由
　
緊
急
の
必
要
に
よ
り
競
争
入
札
に
付
す
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
た
め
（
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
二
第
一

項
第
五
号
に
該
当
）
。

◉
　
随
意
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
。
な
お
、
こ
の
公
告
は
、
二
千
十
二
年
三
月
三
十
日

ジ
ュ
ネ
ー
ブ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
を
改
正
す
る
議
定
書
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
た
千

九
百
九
十
四
年
四
月
十
五
日
マ
ラ
ケ
シ
ュ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
、
経
済
上
の
連
携

に
関
す
る
日
本
国
と
欧
州
連
合
と
の
間
の
協
定
そ
の
他
の
国
際
約
束
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係

る
も
の
で
あ
る
。

令
和
四
年
十
月
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

一
　
随
意
契
約
に
係
る
物
品
等
の
名
称
、
予
定
数
量
及
び
契
約
金
額

名
称

予
定
数
量

契
約
金
額

生
活
支
援
物
資

四
千
五
百
個

一
万
五
千
三
百
十
一
円
（
一
個
当
た
り
）

配
送
用
倉
庫

七
万
四
千
三
百
九
十
七
円

二
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
所
属

㈠
　
名
称
　
山
梨
県
感
染
症
対
策
セ
ン
タ
ー
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
対
策
グ
ル
ー
プ

㈡
　
所
在
地
　
山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号

三
　
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日
　
令
和
四
年
八
月
八
日

四
　
随
意
契
約
の
相
手
方

㈠
　
名
称
　
株
式
会
社
ク
ス
リ
の
サ
ン
ロ
ー
ド

㈡
　
住
所
　
山
梨
県
甲
府
市
後
屋
町
四
五
二
番
地

五
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
　
随
意
契
約

六
　
随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
と
し
た
理
由
　
緊
急
の
必
要
に
よ
り
競
争
入
札
に
付
す
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
た
め
（
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
二
第
一

項
第
五
号
に
該
当
）
。

二
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
所
属

㈠
　
名
称
　
山
梨
県
感
染
症
対
策
セ
ン
タ
ー
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
対
策
グ
ル
ー
プ

㈡
　
所
在
地
　
山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号

三
　
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日
　
令
和
四
年
八
月
一
日

四
　
随
意
契
約
の
相
手
方

㈠
　
名
称
　
株
式
会
社
ク
ス
リ
の
サ
ン
ロ
ー
ド

㈡
　
住
所
　
山
梨
県
甲
府
市
後
屋
町
四
五
二
番
地

五
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
　
随
意
契
約

六
　
随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
と
し
た
理
由
　
緊
急
の
必
要
に
よ
り
競
争
入
札
に
付
す
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
た
め
（
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
二
第
一

項
第
五
号
に
該
当
）
。

◉
　
随
意
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
。
な
お
、
こ
の
公
告
は
、
二
千
十
二
年
三
月
三
十
日

ジ
ュ
ネ
ー
ブ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
を
改
正
す
る
議
定
書
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
た
千

九
百
九
十
四
年
四
月
十
五
日
マ
ラ
ケ
シ
ュ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
、
経
済
上
の
連
携

に
関
す
る
日
本
国
と
欧
州
連
合
と
の
間
の
協
定
そ
の
他
の
国
際
約
束
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係

る
も
の
で
あ
る
。

令
和
四
年
十
月
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

一
　
随
意
契
約
に
係
る
物
品
等
の
名
称
、
予
定
数
量
及
び
契
約
金
額

名
称

予
定
数
量

契
約
金
額

生
活
支
援
物
資

四
千
五
百
個

一
万
五
千
三
百
十
一
円
（
一
個
当
た
り
）

配
送
用
倉
庫

七
万
四
千
三
百
九
十
七
円

二
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
所
属

㈠
　
名
称
　
山
梨
県
感
染
症
対
策
セ
ン
タ
ー
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
対
策
グ
ル
ー
プ

㈡
　
所
在
地
　
山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号

三
　
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日
　
令
和
四
年
八
月
四
日

四
　
随
意
契
約
の
相
手
方

名
称

予
定
数
量

契
約
金
額

生
活
支
援
物
資

四
千
五
百
個

一
万
五
千
三
百
十
一
円
（
一
個
当
た
り
）

配
送
用
倉
庫

七
万
四
千
三
百
九
十
七
円



山
梨
県
公
報
　
　
第
三
百
二
十
二
号
　
　
令
和
四
年
十
月
六
日

五
三
八

る
も
の
で
あ
る
。

令
和
四
年
十
月
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

一
　
随
意
契
約
に
係
る
物
品
等
の
名
称
、
予
定
数
量
及
び
契
約
金
額

名
称

予
定
数
量

契
約
金
額

生
活
支
援
物
資

四
千
五
百
個

一
万
五
千
三
百
十
一
円
（
一
個
当
た
り
）

配
送
用
倉
庫

七
万
四
千
三
百
九
十
七
円

二
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
所
属

㈠
　
名
称
　
山
梨
県
感
染
症
対
策
セ
ン
タ
ー
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
対
策
グ
ル
ー
プ

㈡
　
所
在
地
　
山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号

三
　
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日
　
令
和
四
年
八
月
十
二
日

四
　
随
意
契
約
の
相
手
方

㈠
　
名
称
　
株
式
会
社
ク
ス
リ
の
サ
ン
ロ
ー
ド

㈡
　
住
所
　
山
梨
県
甲
府
市
後
屋
町
四
五
二
番
地

五
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
　
随
意
契
約

六
　
随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
と
し
た
理
由
　
緊
急
の
必
要
に
よ
り
競
争
入
札
に
付
す
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
た
め
（
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
二
第
一

項
第
五
号
に
該
当
）
。

◉
　
令
和
四
年
度
山
梨
県
准
看
護
師
試
験
の
実
施

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
三
号
）
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
、
令
和

四
年
度
山
梨
県
准
看
護
師
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

令
和
四
年
十
月
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

一
　
試
験
日
時
　
令
和
五
年
二
月
十
四
日
（
火
）
午
後
一
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
ま
で

二
　
試
験
場
所
　
甲
府
市
東
光
寺
三
丁
目
十
三
番
二
十
五
号
　
山
梨
県
地
場
産
業
セ
ン
タ
ー
「
か
い
て

ら
す
」

三
　
試
験
方
法
　
筆
記
試
験

四
　
試
験
科
目
　
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
厚
生
省
令
第
三
十
四
号
）
第

二
十
三
条
に
規
定
す
る
科
目

◉
　
随
意
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
。
な
お
、
こ
の
公
告
は
、
二
千
十
二
年
三
月
三
十
日

ジ
ュ
ネ
ー
ブ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
を
改
正
す
る
議
定
書
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
た
千

九
百
九
十
四
年
四
月
十
五
日
マ
ラ
ケ
シ
ュ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
、
経
済
上
の
連
携

に
関
す
る
日
本
国
と
欧
州
連
合
と
の
間
の
協
定
そ
の
他
の
国
際
約
束
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係

る
も
の
で
あ
る
。

令
和
四
年
十
月
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

一
　
随
意
契
約
に
係
る
物
品
等
の
名
称
、
予
定
数
量
及
び
契
約
金
額

名
称

予
定
数
量

契
約
金
額

生
活
支
援
物
資

四
千
五
百
個

一
万
五
千
三
百
十
一
円
（
一
個
当
た
り
）

配
送
用
倉
庫

七
万
四
千
三
百
九
十
七
円

二
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
所
属

㈠
　
名
称
　
山
梨
県
感
染
症
対
策
セ
ン
タ
ー
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
対
策
グ
ル
ー
プ

㈡
　
所
在
地
　
山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号

三
　
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日
　
令
和
四
年
八
月
十
日

四
　
随
意
契
約
の
相
手
方

㈠
　
名
称
　
株
式
会
社
ク
ス
リ
の
サ
ン
ロ
ー
ド

㈡
　
住
所
　
山
梨
県
甲
府
市
後
屋
町
四
五
二
番
地

五
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
　
随
意
契
約

六
　
随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
と
し
た
理
由
　
緊
急
の
必
要
に
よ
り
競
争
入
札
に
付
す
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
た
め
（
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
二
第
一

項
第
五
号
に
該
当
）
。

◉
　
随
意
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
。
な
お
、
こ
の
公
告
は
、
二
千
十
二
年
三
月
三
十
日

ジ
ュ
ネ
ー
ブ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
を
改
正
す
る
議
定
書
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
た
千

九
百
九
十
四
年
四
月
十
五
日
マ
ラ
ケ
シ
ュ
で
作
成
さ
れ
た
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
、
経
済
上
の
連
携

に
関
す
る
日
本
国
と
欧
州
連
合
と
の
間
の
協
定
そ
の
他
の
国
際
約
束
の
適
用
を
受
け
る
調
達
契
約
に
係



山
梨
県
公
報
　
　
第
三
百
二
十
二
号
　
　
令
和
四
年
十
月
六
日

五
三
九

か
ら
聴
取
し
た
意
見
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
し
、
及
び
縦
覧
に

供
す
る
。

令
和
四
年
十
月
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

一
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地
　
ク
ス
リ
の
ア
オ
キ
西
条
新
田
店
　
山
梨
県
中
巨
摩
郡
昭

和
町
西
条
新
田
字
村
北
二
百
四
十
九
番
外

二
　
届
出
の
内
容
　
新
設

三
　
届
出
の
公
告
日
　
令
和
四
年
五
月
二
十
三
日

四
　
意
見
の
概
要
　
駐
車
場
法
の
遵
守

五
　
縦
覧
場
所
　
山
梨
県
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
山
梨
県
庁
別
館
二
階
　
山
梨
県
県
民
情
報

セ
ン
タ
ー

六
　
縦
覧
期
間
　
こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
四
年
十
一
月
七
日
ま
で

◉
　
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
笛
吹

川
沿
岸
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
が
退
任
及
び
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
四
年
十
月
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

一
　
退
任

五
　
受
験
資
格
　
保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
第
二
十
二
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ

と
。

六
　
提
出
書
類

1
　
受
験
願
書

2
　
履
歴
書

3
　
受
験
資
格
を
有
す
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類

4
　
写
真
（
受
験
願
書
提
出
前
六
月
以
内
に
撮
影
し
た
、
無
帽
、
正
面
、
上
半
身
像
の
も
の
で
、
縦

六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
か
つ
横
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
裏
側
に
撮
影
年
月
日
及
び
氏
名
を
記
載
し
た

も
の
）
一
枚

5
　
戸
籍
抄
本
（
受
験
資
格
を
有
す
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
類
の
氏
名
が
現
在
の
氏
名
と
同
じ
場
合

は
、
提
出
す
る
必
要
は
な
い
。
）

七
　
受
験
手
数
料
　
六
千
九
百
円
（
受
験
願
書
に
六
千
九
百
円
に
相
当
す
る
額
面
の
山
梨
県
収
入
証
紙

を
貼
り
付
け
、
消
印
は
し
な
い
こ
と
。
な
お
、
受
験
手
数
料
は
、
出
願
を
取
り
消
し
、
又
は
受
験
し

な
か
っ
た
場
合
で
も
還
付
し
な
い
。
）

八
　
受
験
願
書
の
配
布
期
間
及
び
配
布
場
所

1
　
配
布
期
間
　
令
和
四
年
十
月
三
十
一
日
（
月
）
か
ら
十
一
月
十
一
日
（
金
）
ま
で
の
山
梨
県
の

休
日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
山
梨
県
条
例
第
六
号
）
に
定
め
る
県
の
休
日
を
除
く
日
の
午
前

九
時
か
ら
正
午
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
。
た
だ
し
、
郵
送
で
請
求
す
る
場
合

は
、
封
筒
の
表
に
「
准
看
護
師
試
験
願
書
請
求
」
と
朱
書
し
て
、
百
四
十
円
分
の
切
手
を
貼
り
付

け
た
宛
先
明
記
の
返
信
用
封
筒
（
角
形
二
号
）
を
同
封
し
、
山
梨
県
福
祉
保
健
部
医
務
課
看
護
担

当
宛
て
に
、
令
和
四
年
十
月
三
十
一
日
（
月
）
か
ら
十
一
月
十
一
日
（
金
）
ま
で
に
到
達
す
る
よ

う
送
付
す
る
こ
と
。

2
　
配
布
場
所
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
山
梨
県
福
祉
保
健
部
医
務
課
看
護
担
当

九
　
受
験
願
書
の
提
出
先
、
提
出
方
法
及
び
受
付
期
間

1
　
提
出
先
　
八
2
に
掲
げ
る
場
所

2
　
提
出
方
法
　
持
参
し
、
又
は
簡
易
書
留
に
よ
り
郵
送
す
る
こ
と
。

3
　
受
付
期
間
　
令
和
四
年
十
二
月
五
日
（
月
）
及
び
同
月
六
日
（
火
）
の
各
日
の
午
前
九
時
か
ら

正
午
ま
で
及
び
午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
。
た
だ
し
、
簡
易
書
留
に
よ
り
郵
送
す
る
場
合

は
、
同
月
五
日
（
月
）
又
は
同
月
六
日
（
火
）
の
消
印
の
あ
る
も
の
を
有
効
と
す
る
。

十
　
そ
の
他
　
詳
細
に
つ
い
て
は
、
山
梨
県
福
祉
保
健
部
医
務
課
看
護
担
当
（
電
話
〇
五
五

－

二
二
三

－

一
四
八
四
）
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

◉
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
見
地
か
ら
の
意
見

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
昭
和
町

役
職
名
氏
名

住
所

退
任
年
月
日

理
事
長
高
木
晴
雄

山
梨
市
小
原
西
六
百
二
十
七
番
地

一

令
和
四
年
九
月
九
日

副
理
事

長

鈴
木
幹
夫

甲
州
市
塩
山
下
塩
後
六
百
二
十
七

番
地

同

同

山
下
政
樹

笛
吹
市
石
和
町
四
日
市
場
二
千
二

百
三
十
番
地

同

理
事

土
屋
菊
雄

甲
州
市
塩
山
三
日
市
場
三
千
三
百

四
十
二
番
地

同

同

瀧
川
富
男

甲
州
市
塩
山
下
粟
生
野
百
四
十
一

番
地
一

同

同

佐
藤
貴
洋

甲
州
市
勝
沼
町
上
岩
崎
九
百
六
十

七
番
地
一

同

同

三
澤
昇

甲
州
市
勝
沼
町
綿
塚
九
百
三
十
七

番
地
一

同

同

内
田
誠

甲
州
市
勝
沼
町
菱
山
二
千
二
百
番

地

同

同

梶
原
克
昌

山
梨
市
山
根
千
二
百
三
十
九
番
地
同

同

山
中
茂
朝

山
梨
市
南
千
三
百
四
十
九
番
地

同

同

深
澤
信
明

山
梨
市
牧
丘
町
倉
科
四
千
三
百
三

十
番
地

同

同

金
子
正
美

山
梨
市
牧
丘
町
杣
口
千
六
十
六
番

地

同

同

曽
根
勉

笛
吹
市
春
日
居
町
徳
条
三
十
八
番

地

同

同

丸
山
幹
夫

笛
吹
市
春
日
居
町
別
田
二
十
二
番

地

同

同

藤
原
保

笛
吹
市
石
和
町
中
川
八
百
三
十
九

番
地

同

同

弦
間
義
幸

笛
吹
市
御
坂
町
上
黒
駒
千
四
百
八

十
三
番
地

同

同

平
塚
和
也

笛
吹
市
御
坂
町
下
野
原
七
百
八
十

三
番
地

同

同

中
村
正
彦

笛
吹
市
御
坂
町
井
之
上
千
三
百
二

十
一
番
地

同

同

田
中
始

笛
吹
市
一
宮
町
田
中
二
百
三
十
番

地

同

同

前
島
敏
彦

笛
吹
市
一
宮
町
東
新
居
千
四
百
十

四
番
地

同

同

中
澤
元
則

笛
吹
市
一
宮
町
中
尾
三
百
四
十
八

番
地
一

同

同

河
野
久

笛
吹
市
八
代
町
増
利
千
六
十
八
番

地
一

同

同

中
村
巧

笛
吹
市
八
代
町
竹
居
千
九
百
十
九

番
地

同

同

飯
田
元
康

笛
吹
市
境
川
町
小
黒
坂
五
百
九
十

四
番
地

同

同

宮
川
孝

笛
吹
市
境
川
町
石
橋
四
百
七
十
四

番
地
一

同

同

池
谷
陸
雄

甲
府
市
中
畑
町
七
百
一
番
地

同

同

鮫
田
光
一

甲
府
市
右
左
口
町
三
千
九
百
九
番

地

同

同

江
間
政
雄

中
央
市
木
原
八
百
番
地

同

同

水
上
和
夫

中
央
市
大
鳥
居
三
千
五
百
四
番
地
同

同

長
田
明

西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
大
塚
三
千

七
百
八
十
六
番
地

同

同

樋
口
雄
一

甲
府
市
高
畑
二
丁
目
七
番
六
号

同

同

望
月
智

中
央
市
西
花
輪
千
三
百
十
一
番
地

一

同

同

遠
藤
浩

西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
市
川
大
門

千
二
百
七
十
四
番
地

同

同

荻
原
修

山
梨
市
市
川
七
百
六
十
六
番
地

同

監
事

平
塚
義

甲
州
市
勝
沼
町
勝
沼
三
千
二
百
四

十
六
番
地
内
二

同

同

海
野
利
比
古
笛
吹
市
石
和
町
市
部
四
百
七
十
七

番
地
三
第
三
米
山
ハ
イ
ツ
一
〇
一

号

同



山
梨
県
公
報
　
　
第
三
百
二
十
二
号
　
　
令
和
四
年
十
月
六
日

五
四
〇

役
職
名
氏
名

住
所

退
任
年
月
日

理
事
長
高
木
晴
雄

山
梨
市
小
原
西
六
百
二
十
七
番
地

一

令
和
四
年
九
月
九
日

副
理
事

長

鈴
木
幹
夫

甲
州
市
塩
山
下
塩
後
六
百
二
十
七

番
地

同

同

山
下
政
樹

笛
吹
市
石
和
町
四
日
市
場
二
千
二

百
三
十
番
地

同

理
事

土
屋
菊
雄

甲
州
市
塩
山
三
日
市
場
三
千
三
百

四
十
二
番
地

同

同

瀧
川
富
男

甲
州
市
塩
山
下
粟
生
野
百
四
十
一

番
地
一

同

同

佐
藤
貴
洋

甲
州
市
勝
沼
町
上
岩
崎
九
百
六
十

七
番
地
一

同

同

三
澤
昇

甲
州
市
勝
沼
町
綿
塚
九
百
三
十
七

番
地
一

同

同

内
田
誠

甲
州
市
勝
沼
町
菱
山
二
千
二
百
番

地

同

同

梶
原
克
昌

山
梨
市
山
根
千
二
百
三
十
九
番
地
同

同

山
中
茂
朝

山
梨
市
南
千
三
百
四
十
九
番
地

同

同

深
澤
信
明

山
梨
市
牧
丘
町
倉
科
四
千
三
百
三

十
番
地

同

同

金
子
正
美

山
梨
市
牧
丘
町
杣
口
千
六
十
六
番

地

同

同

曽
根
勉

笛
吹
市
春
日
居
町
徳
条
三
十
八
番

地

同

同

丸
山
幹
夫

笛
吹
市
春
日
居
町
別
田
二
十
二
番

地

同

同

藤
原
保

笛
吹
市
石
和
町
中
川
八
百
三
十
九

番
地

同

同

弦
間
義
幸

笛
吹
市
御
坂
町
上
黒
駒
千
四
百
八

十
三
番
地

同

同

平
塚
和
也

笛
吹
市
御
坂
町
下
野
原
七
百
八
十

三
番
地

同

同

中
村
正
彦

笛
吹
市
御
坂
町
井
之
上
千
三
百
二

十
一
番
地

同

同

田
中
始

笛
吹
市
一
宮
町
田
中
二
百
三
十
番

地

同

同

前
島
敏
彦

笛
吹
市
一
宮
町
東
新
居
千
四
百
十

四
番
地

同

同

中
澤
元
則

笛
吹
市
一
宮
町
中
尾
三
百
四
十
八

番
地
一

同

同

河
野
久

笛
吹
市
八
代
町
増
利
千
六
十
八
番

地
一

同

同

中
村
巧

笛
吹
市
八
代
町
竹
居
千
九
百
十
九

番
地

同

同

飯
田
元
康

笛
吹
市
境
川
町
小
黒
坂
五
百
九
十

四
番
地

同

同

宮
川
孝

笛
吹
市
境
川
町
石
橋
四
百
七
十
四

番
地
一

同

同

池
谷
陸
雄

甲
府
市
中
畑
町
七
百
一
番
地

同

同

鮫
田
光
一

甲
府
市
右
左
口
町
三
千
九
百
九
番

地

同

同

江
間
政
雄

中
央
市
木
原
八
百
番
地

同

同

水
上
和
夫

中
央
市
大
鳥
居
三
千
五
百
四
番
地
同

同

長
田
明

西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
大
塚
三
千

七
百
八
十
六
番
地

同

同

樋
口
雄
一

甲
府
市
高
畑
二
丁
目
七
番
六
号

同

同

望
月
智

中
央
市
西
花
輪
千
三
百
十
一
番
地

一

同

同

遠
藤
浩

西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
市
川
大
門

千
二
百
七
十
四
番
地

同

同

荻
原
修

山
梨
市
市
川
七
百
六
十
六
番
地

同

監
事

平
塚
義

甲
州
市
勝
沼
町
勝
沼
三
千
二
百
四

十
六
番
地
内
二

同

同

海
野
利
比
古
笛
吹
市
石
和
町
市
部
四
百
七
十
七

番
地
三
第
三
米
山
ハ
イ
ツ
一
〇
一

号

同

役
職
名
氏
名

住
所

退
任
年
月
日

理
事
長
高
木
晴
雄

山
梨
市
小
原
西
六
百
二
十
七
番
地

一

令
和
四
年
九
月
九
日

副
理
事

長

鈴
木
幹
夫

甲
州
市
塩
山
下
塩
後
六
百
二
十
七

番
地

同

同

山
下
政
樹

笛
吹
市
石
和
町
四
日
市
場
二
千
二

百
三
十
番
地

同

理
事

土
屋
菊
雄

甲
州
市
塩
山
三
日
市
場
三
千
三
百

四
十
二
番
地

同

同

瀧
川
富
男

甲
州
市
塩
山
下
粟
生
野
百
四
十
一

番
地
一

同

同

佐
藤
貴
洋

甲
州
市
勝
沼
町
上
岩
崎
九
百
六
十

七
番
地
一

同

同

三
澤
昇

甲
州
市
勝
沼
町
綿
塚
九
百
三
十
七

番
地
一

同

同

内
田
誠

甲
州
市
勝
沼
町
菱
山
二
千
二
百
番

地

同

同

梶
原
克
昌

山
梨
市
山
根
千
二
百
三
十
九
番
地
同

同

山
中
茂
朝

山
梨
市
南
千
三
百
四
十
九
番
地

同

同

深
澤
信
明

山
梨
市
牧
丘
町
倉
科
四
千
三
百
三

十
番
地

同

同

金
子
正
美

山
梨
市
牧
丘
町
杣
口
千
六
十
六
番

地

同

同

曽
根
勉

笛
吹
市
春
日
居
町
徳
条
三
十
八
番

地

同

同

丸
山
幹
夫

笛
吹
市
春
日
居
町
別
田
二
十
二
番

地

同

同

藤
原
保

笛
吹
市
石
和
町
中
川
八
百
三
十
九

番
地

同

同

弦
間
義
幸

笛
吹
市
御
坂
町
上
黒
駒
千
四
百
八

十
三
番
地

同

同

平
塚
和
也

笛
吹
市
御
坂
町
下
野
原
七
百
八
十

三
番
地

同

同

中
村
正
彦

笛
吹
市
御
坂
町
井
之
上
千
三
百
二

十
一
番
地

同

同

田
中
始

笛
吹
市
一
宮
町
田
中
二
百
三
十
番

地

同

同

前
島
敏
彦

笛
吹
市
一
宮
町
東
新
居
千
四
百
十

四
番
地

同

同

中
澤
元
則

笛
吹
市
一
宮
町
中
尾
三
百
四
十
八

番
地
一

同

同

河
野
久

笛
吹
市
八
代
町
増
利
千
六
十
八
番

地
一

同

同

中
村
巧

笛
吹
市
八
代
町
竹
居
千
九
百
十
九

番
地

同

同

飯
田
元
康

笛
吹
市
境
川
町
小
黒
坂
五
百
九
十

四
番
地

同

同

宮
川
孝

笛
吹
市
境
川
町
石
橋
四
百
七
十
四

番
地
一

同

同

池
谷
陸
雄

甲
府
市
中
畑
町
七
百
一
番
地

同

同

鮫
田
光
一

甲
府
市
右
左
口
町
三
千
九
百
九
番

地

同

同

江
間
政
雄

中
央
市
木
原
八
百
番
地

同

同

水
上
和
夫

中
央
市
大
鳥
居
三
千
五
百
四
番
地
同

同

長
田
明

西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
大
塚
三
千

七
百
八
十
六
番
地

同

同

樋
口
雄
一

甲
府
市
高
畑
二
丁
目
七
番
六
号

同

同

望
月
智

中
央
市
西
花
輪
千
三
百
十
一
番
地

一

同

同

遠
藤
浩

西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
市
川
大
門

千
二
百
七
十
四
番
地

同

同

荻
原
修

山
梨
市
市
川
七
百
六
十
六
番
地

同

監
事

平
塚
義

甲
州
市
勝
沼
町
勝
沼
三
千
二
百
四

十
六
番
地
内
二

同

同

海
野
利
比
古
笛
吹
市
石
和
町
市
部
四
百
七
十
七

番
地
三
第
三
米
山
ハ
イ
ツ
一
〇
一

号

同



山
梨
県
公
報
　
　
第
三
百
二
十
二
号
　
　
令
和
四
年
十
月
六
日

五
四
一

二
　
就
任

役
職
名
氏
名

住
所

退
任
年
月
日

理
事
長
高
木
晴
雄

山
梨
市
小
原
西
六
百
二
十
七
番
地

一

令
和
四
年
九
月
九
日

副
理
事

長

鈴
木
幹
夫

甲
州
市
塩
山
下
塩
後
六
百
二
十
七

番
地

同

同

山
下
政
樹

笛
吹
市
石
和
町
四
日
市
場
二
千
二

百
三
十
番
地

同

理
事

土
屋
菊
雄

甲
州
市
塩
山
三
日
市
場
三
千
三
百

四
十
二
番
地

同

同

瀧
川
富
男

甲
州
市
塩
山
下
粟
生
野
百
四
十
一

番
地
一

同

同

佐
藤
貴
洋

甲
州
市
勝
沼
町
上
岩
崎
九
百
六
十

七
番
地
一

同

同

三
澤
昇

甲
州
市
勝
沼
町
綿
塚
九
百
三
十
七

番
地
一

同

同

内
田
誠

甲
州
市
勝
沼
町
菱
山
二
千
二
百
番

地

同

同

梶
原
克
昌

山
梨
市
山
根
千
二
百
三
十
九
番
地
同

同

山
中
茂
朝

山
梨
市
南
千
三
百
四
十
九
番
地

同

同

深
澤
信
明

山
梨
市
牧
丘
町
倉
科
四
千
三
百
三

十
番
地

同

同

金
子
正
美

山
梨
市
牧
丘
町
杣
口
千
六
十
六
番

地

同

同

曽
根
勉

笛
吹
市
春
日
居
町
徳
条
三
十
八
番

地

同

同

丸
山
幹
夫

笛
吹
市
春
日
居
町
別
田
二
十
二
番

地

同

同

藤
原
保

笛
吹
市
石
和
町
中
川
八
百
三
十
九

番
地

同

同

弦
間
義
幸

笛
吹
市
御
坂
町
上
黒
駒
千
四
百
八

十
三
番
地

同

同

平
塚
和
也

笛
吹
市
御
坂
町
下
野
原
七
百
八
十

三
番
地

同

同

中
村
正
彦

笛
吹
市
御
坂
町
井
之
上
千
三
百
二

十
一
番
地

同

同

田
中
始

笛
吹
市
一
宮
町
田
中
二
百
三
十
番

地

同

同

前
島
敏
彦

笛
吹
市
一
宮
町
東
新
居
千
四
百
十

四
番
地

同

同

中
澤
元
則

笛
吹
市
一
宮
町
中
尾
三
百
四
十
八

番
地
一

同

同

河
野
久

笛
吹
市
八
代
町
増
利
千
六
十
八
番

地
一

同

同

中
村
巧

笛
吹
市
八
代
町
竹
居
千
九
百
十
九

番
地

同

同

飯
田
元
康

笛
吹
市
境
川
町
小
黒
坂
五
百
九
十

四
番
地

同

同

宮
川
孝

笛
吹
市
境
川
町
石
橋
四
百
七
十
四

番
地
一

同

同

池
谷
陸
雄

甲
府
市
中
畑
町
七
百
一
番
地

同

同

鮫
田
光
一

甲
府
市
右
左
口
町
三
千
九
百
九
番

地

同

同

江
間
政
雄

中
央
市
木
原
八
百
番
地

同

同

水
上
和
夫

中
央
市
大
鳥
居
三
千
五
百
四
番
地
同

同

長
田
明

西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
大
塚
三
千

七
百
八
十
六
番
地

同

同

樋
口
雄
一

甲
府
市
高
畑
二
丁
目
七
番
六
号

同

同

望
月
智

中
央
市
西
花
輪
千
三
百
十
一
番
地

一

同

同

遠
藤
浩

西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
市
川
大
門

千
二
百
七
十
四
番
地

同

同

荻
原
修

山
梨
市
市
川
七
百
六
十
六
番
地

同

監
事

平
塚
義

甲
州
市
勝
沼
町
勝
沼
三
千
二
百
四

十
六
番
地
内
二

同

同

海
野
利
比
古
笛
吹
市
石
和
町
市
部
四
百
七
十
七

番
地
三
第
三
米
山
ハ
イ
ツ
一
〇
一

号

同

役
職
名
氏
名

住
所

就
任
年
月
日

理
事
長
高
木
晴
雄

山
梨
市
小
原
西
六
百
二
十
七
番
地

一

令
和
四
年
九
月
十
日

副
理
事

長

鈴
木
幹
夫

甲
州
市
塩
山
下
塩
後
六
百
二
十
七

番
地

同

同

山
下
政
樹

笛
吹
市
石
和
町
四
日
市
場
二
千
二

百
三
十
番
地

同

理
事

土
屋
菊
雄

甲
州
市
塩
山
三
日
市
場
三
千
三
百

四
十
二
番
地

同

同

曽
根
修
平

甲
州
市
塩
山
上
粟
生
野
千
五
十
九

番
地
二

同

同

小
川
眞
澄

甲
州
市
勝
沼
町
藤
井
九
百
九
十
八

番
地

同

同

古
屋
栄

甲
州
市
勝
沼
町
山
九
百
七
十
六
番

地

同

同

内
田
誠

甲
州
市
勝
沼
町
菱
山
二
千
二
百
番

地

同

同

梶
原
克
昌

山
梨
市
山
根
千
二
百
三
十
九
番
地
同

同

久
保
川
裕
之
山
梨
市
江
曽
原
二
百
四
番
地

同

同

久
保
田
英
雄
山
梨
市
牧
丘
町
窪
平
千
二
百
九
十

二
番
地

同

同

三
枝
正

山
梨
市
牧
丘
町
倉
科
七
千
百
七
十

六
番
地

同

同

丸
山
幹
夫

笛
吹
市
春
日
居
町
別
田
二
十
二
番

地

同

同

曽
根
勉

笛
吹
市
春
日
居
町
徳
条
三
十
八
番

地

同

同

後
藤
佳
一

笛
吹
市
石
和
町
四
日
市
場
六
百
二

十
五
番
地

同

同

弦
間
義
幸

笛
吹
市
御
坂
町
上
黒
駒
千
四
百
八

十
三
番
地

同

同

中
村
正
彦

笛
吹
市
御
坂
町
井
之
上
千
三
百
二

十
一
番
地

同

同

平
塚
和
也

笛
吹
市
御
坂
町
下
野
原
七
百
八
十

三
番
地

同

同

田
中
始

笛
吹
市
一
宮
町
田
中
二
百
三
十
番

地

同

同

前
島
敏
彦

笛
吹
市
一
宮
町
東
新
居
千
四
百
十

四
番
地

同

同

中
澤
元
則

笛
吹
市
一
宮
町
中
尾
三
百
四
十
八

番
地
一

同

同

久
保
貴
宣

笛
吹
市
八
代
町
北
九
百
十
八
番
地
同

同

中
村
巧

笛
吹
市
八
代
町
竹
居
千
九
百
十
九

番
地

同

同

飯
田
元
康

笛
吹
市
境
川
町
小
黒
坂
五
百
九
十

四
番
地

同

同

田
中
英
広

笛
吹
市
境
川
町
藤
垈
五
百
五
十
六

番
地

同

同

池
谷
陸
雄

甲
府
市
中
畑
町
七
百
一
番
地

同

同

鮫
田
光
一

甲
府
市
右
左
口
町
三
千
九
百
九
番

地

同

同

江
間
政
雄

中
央
市
木
原
八
百
番
地

同

同

河
野
照
雄

中
央
市
大
鳥
居
三
千
二
百
九
十
四

番
地

同

同

乙
黒
正
仁

西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
大
塚
四
千

二
百
七
十
七
番
地
一

同

同

樋
口
雄
一

甲
府
市
高
畑
二
丁
目
七
番
六
号

同

同

望
月
智

中
央
市
西
花
輪
千
三
百
十
一
番
地

一

同

同

遠
藤
浩

西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
市
川
大
門

千
二
百
七
十
四
番
地

同

同

山
田
英
樹

甲
斐
市
志
田
百
二
十
九
番
地

同

監
事

平
塚
義

甲
州
市
勝
沼
町
勝
沼
三
千
二
百
四

十
六
番
地
内
二

同

同

保
坂
利
定

笛
吹
市
一
宮
町
本
都
塚
百
十
三
番

地
一

同

役
職
名
氏
名

住
所

就
任
年
月
日

理
事
長
高
木
晴
雄

山
梨
市
小
原
西
六
百
二
十
七
番
地

一

令
和
四
年
九
月
十
日

副
理
事

長

鈴
木
幹
夫

甲
州
市
塩
山
下
塩
後
六
百
二
十
七

番
地

同

同

山
下
政
樹

笛
吹
市
石
和
町
四
日
市
場
二
千
二

百
三
十
番
地

同

理
事

土
屋
菊
雄

甲
州
市
塩
山
三
日
市
場
三
千
三
百

四
十
二
番
地

同

同

曽
根
修
平

甲
州
市
塩
山
上
粟
生
野
千
五
十
九

番
地
二

同

同

小
川
眞
澄

甲
州
市
勝
沼
町
藤
井
九
百
九
十
八

番
地

同

同

古
屋
栄

甲
州
市
勝
沼
町
山
九
百
七
十
六
番

地

同

同

内
田
誠

甲
州
市
勝
沼
町
菱
山
二
千
二
百
番

地

同

同

梶
原
克
昌

山
梨
市
山
根
千
二
百
三
十
九
番
地
同

同

久
保
川
裕
之
山
梨
市
江
曽
原
二
百
四
番
地

同

同

久
保
田
英
雄
山
梨
市
牧
丘
町
窪
平
千
二
百
九
十

二
番
地

同

同

三
枝
正

山
梨
市
牧
丘
町
倉
科
七
千
百
七
十

六
番
地

同

同

丸
山
幹
夫

笛
吹
市
春
日
居
町
別
田
二
十
二
番

地

同

同

曽
根
勉

笛
吹
市
春
日
居
町
徳
条
三
十
八
番

地

同

同

後
藤
佳
一

笛
吹
市
石
和
町
四
日
市
場
六
百
二

十
五
番
地

同

同

弦
間
義
幸

笛
吹
市
御
坂
町
上
黒
駒
千
四
百
八

十
三
番
地

同

同

中
村
正
彦

笛
吹
市
御
坂
町
井
之
上
千
三
百
二

十
一
番
地

同

同

平
塚
和
也

笛
吹
市
御
坂
町
下
野
原
七
百
八
十

三
番
地

同

同

田
中
始

笛
吹
市
一
宮
町
田
中
二
百
三
十
番

地

同

同

前
島
敏
彦

笛
吹
市
一
宮
町
東
新
居
千
四
百
十

四
番
地

同

同

中
澤
元
則

笛
吹
市
一
宮
町
中
尾
三
百
四
十
八

番
地
一

同

同

久
保
貴
宣

笛
吹
市
八
代
町
北
九
百
十
八
番
地
同

同

中
村
巧

笛
吹
市
八
代
町
竹
居
千
九
百
十
九

番
地

同

同

飯
田
元
康

笛
吹
市
境
川
町
小
黒
坂
五
百
九
十

四
番
地

同

同

田
中
英
広

笛
吹
市
境
川
町
藤
垈
五
百
五
十
六

番
地

同

同

池
谷
陸
雄

甲
府
市
中
畑
町
七
百
一
番
地

同

同

鮫
田
光
一

甲
府
市
右
左
口
町
三
千
九
百
九
番

地

同

同

江
間
政
雄

中
央
市
木
原
八
百
番
地

同

同

河
野
照
雄

中
央
市
大
鳥
居
三
千
二
百
九
十
四

番
地

同

同

乙
黒
正
仁

西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
大
塚
四
千

二
百
七
十
七
番
地
一

同

同

樋
口
雄
一

甲
府
市
高
畑
二
丁
目
七
番
六
号

同

同

望
月
智

中
央
市
西
花
輪
千
三
百
十
一
番
地

一

同

同

遠
藤
浩

西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
市
川
大
門

千
二
百
七
十
四
番
地

同

同

山
田
英
樹

甲
斐
市
志
田
百
二
十
九
番
地

同

監
事

平
塚
義

甲
州
市
勝
沼
町
勝
沼
三
千
二
百
四

十
六
番
地
内
二

同

同

保
坂
利
定

笛
吹
市
一
宮
町
本
都
塚
百
十
三
番

地
一

同



山
梨
県
公
報
　
　
第
三
百
二
十
二
号
　
　
令
和
四
年
十
月
六
日

五
四
二

◉
　
基
本
測
量
の
実
施

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
地
理
院
の

長
か
ら
次
の
と
お
り
基
本
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
示
す
る
。

令
和
四
年
十
月
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

一
　
測
量
の
種
類
　
基
本
測
量
（
G
N
S
S
測
量
）

役
職
名
氏
名

住
所

就
任
年
月
日

理
事
長
高
木
晴
雄

山
梨
市
小
原
西
六
百
二
十
七
番
地

一

令
和
四
年
九
月
十
日

副
理
事

長

鈴
木
幹
夫

甲
州
市
塩
山
下
塩
後
六
百
二
十
七

番
地

同

同

山
下
政
樹

笛
吹
市
石
和
町
四
日
市
場
二
千
二

百
三
十
番
地

同

理
事

土
屋
菊
雄

甲
州
市
塩
山
三
日
市
場
三
千
三
百

四
十
二
番
地

同

同

曽
根
修
平

甲
州
市
塩
山
上
粟
生
野
千
五
十
九

番
地
二

同

同

小
川
眞
澄

甲
州
市
勝
沼
町
藤
井
九
百
九
十
八

番
地

同

同

古
屋
栄

甲
州
市
勝
沼
町
山
九
百
七
十
六
番

地

同

同

内
田
誠

甲
州
市
勝
沼
町
菱
山
二
千
二
百
番

地

同

同

梶
原
克
昌

山
梨
市
山
根
千
二
百
三
十
九
番
地
同

同

久
保
川
裕
之
山
梨
市
江
曽
原
二
百
四
番
地

同

同

久
保
田
英
雄
山
梨
市
牧
丘
町
窪
平
千
二
百
九
十

二
番
地

同

同

三
枝
正

山
梨
市
牧
丘
町
倉
科
七
千
百
七
十

六
番
地

同

同

丸
山
幹
夫

笛
吹
市
春
日
居
町
別
田
二
十
二
番

地

同

同

曽
根
勉

笛
吹
市
春
日
居
町
徳
条
三
十
八
番

地

同

同

後
藤
佳
一

笛
吹
市
石
和
町
四
日
市
場
六
百
二

十
五
番
地

同

同

弦
間
義
幸

笛
吹
市
御
坂
町
上
黒
駒
千
四
百
八

十
三
番
地

同

同

中
村
正
彦

笛
吹
市
御
坂
町
井
之
上
千
三
百
二

十
一
番
地

同

同

平
塚
和
也

笛
吹
市
御
坂
町
下
野
原
七
百
八
十

三
番
地

同

同

田
中
始

笛
吹
市
一
宮
町
田
中
二
百
三
十
番

地

同

同

前
島
敏
彦

笛
吹
市
一
宮
町
東
新
居
千
四
百
十

四
番
地

同

同

中
澤
元
則

笛
吹
市
一
宮
町
中
尾
三
百
四
十
八

番
地
一

同

同

久
保
貴
宣

笛
吹
市
八
代
町
北
九
百
十
八
番
地
同

同

中
村
巧

笛
吹
市
八
代
町
竹
居
千
九
百
十
九

番
地

同

同

飯
田
元
康

笛
吹
市
境
川
町
小
黒
坂
五
百
九
十

四
番
地

同

同

田
中
英
広

笛
吹
市
境
川
町
藤
垈
五
百
五
十
六

番
地

同

同

池
谷
陸
雄

甲
府
市
中
畑
町
七
百
一
番
地

同

同

鮫
田
光
一

甲
府
市
右
左
口
町
三
千
九
百
九
番

地

同

同

江
間
政
雄

中
央
市
木
原
八
百
番
地

同

同

河
野
照
雄

中
央
市
大
鳥
居
三
千
二
百
九
十
四

番
地

同

同

乙
黒
正
仁

西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
大
塚
四
千

二
百
七
十
七
番
地
一

同

同

樋
口
雄
一

甲
府
市
高
畑
二
丁
目
七
番
六
号

同

同

望
月
智

中
央
市
西
花
輪
千
三
百
十
一
番
地

一

同

同

遠
藤
浩

西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
市
川
大
門

千
二
百
七
十
四
番
地

同

同

山
田
英
樹

甲
斐
市
志
田
百
二
十
九
番
地

同

監
事

平
塚
義

甲
州
市
勝
沼
町
勝
沼
三
千
二
百
四

十
六
番
地
内
二

同

同

保
坂
利
定

笛
吹
市
一
宮
町
本
都
塚
百
十
三
番

地
一

同

役
職
名
氏
名

住
所

就
任
年
月
日

理
事
長
高
木
晴
雄

山
梨
市
小
原
西
六
百
二
十
七
番
地

一

令
和
四
年
九
月
十
日

副
理
事

長

鈴
木
幹
夫

甲
州
市
塩
山
下
塩
後
六
百
二
十
七

番
地

同

同

山
下
政
樹

笛
吹
市
石
和
町
四
日
市
場
二
千
二

百
三
十
番
地

同

理
事

土
屋
菊
雄

甲
州
市
塩
山
三
日
市
場
三
千
三
百

四
十
二
番
地

同

同

曽
根
修
平

甲
州
市
塩
山
上
粟
生
野
千
五
十
九

番
地
二

同

同

小
川
眞
澄

甲
州
市
勝
沼
町
藤
井
九
百
九
十
八

番
地

同

同

古
屋
栄

甲
州
市
勝
沼
町
山
九
百
七
十
六
番

地

同

同

内
田
誠

甲
州
市
勝
沼
町
菱
山
二
千
二
百
番

地

同

同

梶
原
克
昌

山
梨
市
山
根
千
二
百
三
十
九
番
地
同

同

久
保
川
裕
之
山
梨
市
江
曽
原
二
百
四
番
地

同

同

久
保
田
英
雄
山
梨
市
牧
丘
町
窪
平
千
二
百
九
十

二
番
地

同

同

三
枝
正

山
梨
市
牧
丘
町
倉
科
七
千
百
七
十

六
番
地

同

同

丸
山
幹
夫

笛
吹
市
春
日
居
町
別
田
二
十
二
番

地

同

同

曽
根
勉

笛
吹
市
春
日
居
町
徳
条
三
十
八
番

地

同

同

後
藤
佳
一

笛
吹
市
石
和
町
四
日
市
場
六
百
二

十
五
番
地

同

同

弦
間
義
幸

笛
吹
市
御
坂
町
上
黒
駒
千
四
百
八

十
三
番
地

同

同

中
村
正
彦

笛
吹
市
御
坂
町
井
之
上
千
三
百
二

十
一
番
地

同

同

平
塚
和
也

笛
吹
市
御
坂
町
下
野
原
七
百
八
十

三
番
地

同

同

田
中
始

笛
吹
市
一
宮
町
田
中
二
百
三
十
番

地

同

同

前
島
敏
彦

笛
吹
市
一
宮
町
東
新
居
千
四
百
十

四
番
地

同

同

中
澤
元
則

笛
吹
市
一
宮
町
中
尾
三
百
四
十
八

番
地
一

同

同

久
保
貴
宣

笛
吹
市
八
代
町
北
九
百
十
八
番
地
同

同

中
村
巧

笛
吹
市
八
代
町
竹
居
千
九
百
十
九

番
地

同

同

飯
田
元
康

笛
吹
市
境
川
町
小
黒
坂
五
百
九
十

四
番
地

同

同

田
中
英
広

笛
吹
市
境
川
町
藤
垈
五
百
五
十
六

番
地

同

同

池
谷
陸
雄

甲
府
市
中
畑
町
七
百
一
番
地

同

同

鮫
田
光
一

甲
府
市
右
左
口
町
三
千
九
百
九
番

地

同

同

江
間
政
雄

中
央
市
木
原
八
百
番
地

同

同

河
野
照
雄

中
央
市
大
鳥
居
三
千
二
百
九
十
四

番
地

同

同

乙
黒
正
仁

西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
大
塚
四
千

二
百
七
十
七
番
地
一

同

同

樋
口
雄
一

甲
府
市
高
畑
二
丁
目
七
番
六
号

同

同

望
月
智

中
央
市
西
花
輪
千
三
百
十
一
番
地

一

同

同

遠
藤
浩

西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
市
川
大
門

千
二
百
七
十
四
番
地

同

同

山
田
英
樹

甲
斐
市
志
田
百
二
十
九
番
地

同

監
事

平
塚
義

甲
州
市
勝
沼
町
勝
沼
三
千
二
百
四

十
六
番
地
内
二

同

同

保
坂
利
定

笛
吹
市
一
宮
町
本
都
塚
百
十
三
番

地
一

同



山
梨
県
公
報
　
　
第
三
百
二
十
二
号
　
　
令
和
四
年
十
月
六
日

五
四
三

山
梨
県
警
察
本
部
長
　
　
伊
　
　
藤
　
　
隆
　
　
行

口
頭
に
よ
り
開
示
請
求
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
保
有
個
人
情
報
に
関
す
る
個
人
情
報
取
扱
事
務

の
名
称
等
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

口
頭
に
よ
り
開
示
請
求
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
保
有
個
人
情
報
に
関
す
る
個
人
情
報
取
扱
事
務
の
名

称
等
（
平
成
十
八
年
山
梨
県
警
察
本
部
長
告
示
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
の
表
警
察
官
採
用
選
考
の
項
中
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め
、
同
表
職
員
採
用
選
考
の
項
中

二
　
測
量
の
地
域
　
甲
府
市
、
山
梨
市
、
大
月
市
、
韮
崎
市
、
北
杜
市
、
甲
斐
市
、
笛
吹
市
、
上
野
原

市
及
び
甲
州
市

三
　
測
量
の
期
間
　
令
和
四
年
十
月
十
七
日
か
ら
令
和
五
年
二
月
二
十
八
日
ま
で

人
事
委
員
会

山
梨
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
九
号

山
梨
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
規
則
及
び
山
梨
県
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
等

に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
十
月
六
日

山
梨
県
人
事
委
員
会

委
　
員
　
長
　
　
信
　
　
田
　
　
恵
　
　
三

山
梨
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
規
則
及
び
山
梨
県
学
校
職
員
の
勤
務
時

間
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
山
梨
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条
　
山
梨
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
二
十
八
年
山
梨
県
人
事

委
員
会
規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
第
二
項
中
「
前
項
第
二
号
の
」
を
「
前
項
各
号
に
定
め
る
」
に
改
め
る
。

（
山
梨
県
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条
　
山
梨
県
学
校
職
員
の
勤
務
時
間
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
山
梨
県
人
事
委
員
会
規

則
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
第
二
項
中
「
前
項
第
二
号
の
」
を
「
前
項
各
号
に
定
め
る
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

1
　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

2
　
こ
の
規
則
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
は
、
人
事
委
員
会
が
定
め
る
。

公
安
委
員
会

山
梨
県
警
察
本
部
長
告
示
第
三
十
五
号

口
頭
に
よ
り
開
示
請
求
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
保
有
個
人
情
報
に
関
す
る
個
人
情
報
取
扱
事
務
の
名

称
等
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
十
月
六
日

総
合
得
点
及
び
順
位
（
第
一
次

試
験
及
び
第
二
次
試
験
の
結
果

に
つ
い
て
は
、
不
合
格
者
に
係

る
者
に
限
る
。
）

合
格
発
表
の

日
か
ら
一
月

間

「

「

第
一
次
試
験
　
試
験
種
目
別
得

点
、
合
計
得
点
及
び
順
位
並
び

に
身
体
検
査
及
び
体
力
検
査
を

定
め
て
い
る
場
合
は
そ
の
結
果

（
最
終
選
考
結
果
発
表
前
に
お

い
て
は
、
不
合
格
者
に
係
る
も

の
に
限
る
。
）

第
二
次
試
験
　
試
験
種
目
別
得

点
、
合
計
得
点
、
最
終
合
計
得

点
及
び
順
位
並
び
に
身
体
検
査

及
び
体
力
検
査
を
定
め
て
い
る

場
合
は
そ
の
結
果
（
最
終
選
考

結
果
発
表
前
に
お
い
て
は
、
不

合
格
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。

）

合
否
通
知
を

発
送
し
た
日

か
ら
一
月
間

。
た
だ
し
、

合
格
者
に
つ

い
て
は
、
最

終
選
考
結
果

通
知
を
発
送

し
た
日
か
ら

一
月
間
。

「

「

第
一
次
試
験
　
試
験
種
目
別
得

点
、
合
計
得
点
及
び
順
位
並
び

に
身
体
検
査
及
び
体
力
検
査
を

定
め
て
い
る
場
合
は
そ
の
結
果

（
最
終
選
考
結
果
発
表
前
に
お

い
て
は
、
不
合
格
者
に
係
る
も

の
に
限
る
。
）

第
二
次
試
験
　
試
験
種
目
別
得

点
、
合
計
得
点
、
最
終
合
計
得

点
及
び
順
位
並
び
に
身
体
検
査

及
び
体
力
検
査
を
定
め
て
い
る

場
合
は
そ
の
結
果
（
最
終
選
考

結
果
発
表
前
に
お
い
て
は
、
不

合
格
者
に
係
る
も
の
に
限
る
。

）

合
否
通
知
を

発
送
し
た
日

か
ら
一
月
間

。
た
だ
し
、

合
格
者
に
つ

い
て
は
、
最

終
選
考
結
果

通
知
を
発
送

し
た
日
か
ら

一
月
間
。

「

「

職
員
採
用
選
考

同
右

「

「



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
　
　
第
三
百
二
十
二
号
　
　
令
和
四
年
十
月
六
日

五
四
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
改
め
、
同
表
警
備
員
検
定
（
警
備
業
法
（
昭
和
四
十
七

年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
二
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
警
備
業
務
に
係
る
一
級
及
び
二
級
の
検
定
）
の

項
中
「
同
右
」
を
「
合
格
発
表
の
日
か
ら
一
月
間
」
に
改
め
、
同
表
猟
銃
等
講
習
会
（
初
心
者
講
習
修

了
考
査
）
の
項
中
「
山
梨
県
警
察
本
部
生
活
安
全
部
生
活
環
境
課
」
を
「
同
右
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
四
年
十
月
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

職
員
採
用
選
考

同
右

「

「

職
員
採
用
選
考

第
一
次
試
験
　
試
験
種
目
別
得

点
、
合
計
得
点
及
び
順
位
（
最

終
選
考
結
果
発
表
前
に
お
い
て

は
、
不
合
格
者
に
係
る
も
の
に

限
る
。
）

第
二
次
試
験
　
試
験
種
目
別
得

点
、
合
計
得
点
、
最
終
合
計
得

点
及
び
順
位
（
最
終
選
考
結
果

発
表
前
に
お
い
て
は
、
不
合
格

者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

「

「

職
員
採
用
選
考

第
一
次
試
験
　
試
験
種
目
別
得

点
、
合
計
得
点
及
び
順
位
（
最

終
選
考
結
果
発
表
前
に
お
い
て

は
、
不
合
格
者
に
係
る
も
の
に

限
る
。
）

第
二
次
試
験
　
試
験
種
目
別
得

点
、
合
計
得
点
、
最
終
合
計
得

点
及
び
順
位
（
最
終
選
考
結
果

発
表
前
に
お
い
て
は
、
不
合
格

者
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

「

「


